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約１８ｈａについては民間等による土地利用へ 

第５小学校 

当初の建替計画 

市立病
院跡地 

日野市まちづくり部都市計画課 

4.5ha 
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市立病
院跡地 

当初の計画戸数4,400戸 ＵＲ整備戸数1528戸、ほか都営住宅162戸 

 



  ■ ＵＲ多摩平団地（現多摩平の森）の用地売却について  

・Ｈ２０ 多摩平団地建替事業が終了 

・平成18年に建替計画余剰地約18ｈａについて 

 民間譲渡等による土地利用を行う事について 

 市へ申し入れ 

・民間譲渡の合意条件を整理し、H20年12月に 

 市とURで協定を締結。  

・上限戸数の設定 

・市と協議・合意の上での土地利用 

・一定期間の土地利用の留保 

・人口増加等に対応する公共施設整備への協力 

・都市計画変更手続き等への協力 

 基本協定の確認事項 
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高齢化指数が高い町丁目 

高齢化指数がやや高い町丁目 

多摩平地区 

日野市の地域別の高齢化の状況 

豊田地区 

高幡不動駅 

豊田駅 

日野駅 

  ■ 計画地周辺の状況      高齢化率     

昭和30年代に基盤整備された団地とその周
辺地区は駅前の好立地でありながら高齢化
率が非常に高い地区となっている。 

２ｋｍ 

１ｋｍ 

 日野市全体            20.9%  

 多摩平の高齢化率       24.4% 

 多摩平４丁目の高齢化率   48.4% 
                   

                    ※平成22年とうけい日野より  
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多摩平の森地区 日野市全体 

                                                              日野市全体と多摩平の森  ※Ｈ21年時点    

  ■ 多摩平地区の人口構成  

６５歳以上高齢者数と居住者比率 1,236  人 46.03% 65歳以上高齢者数と人口比率 37,169  人 21.21% 

75歳以上高齢者数と居住者比率 734  人 27.34% 75歳以上高齢者数と人口比率 16,484 人 9.41% 



ビバヒルズ 

平成12年以降の周辺の工場用地売却、マンション開発
により急激に児童数が増加 

ＵＲ Ａブロック 

計画地の学区域の児童数増加、教室数が不足に 

Ｈ12年度の児童数 383人  12教室 

Ｈ21年度の児童数 797人  22教室 

Ｈ23年度の児童数 853人 24教室 

増築をしない場合の、特別教室の転用等による物理的対応の限界 

グランループ 

  ■ 計画地周辺の状況     小学校、保育園の状況     

小学校の状況 

Ｈ12完成 463戸 

Ｈ17完成 629戸 

保育施設の状況 

市内の保育園待機児童数 １２２人(H23年4月時点） 

Ｈ22 豊田駅周辺で認可保育園２園を開設 

Ａ街区については多摩平地区内で最大のブ
ロックであるため、開発時期の調整が必要 

Ｈ23 認可保育園１園、認証保育所1施設を開設 



第五小学校拡張用地 約6,000㎡ 
学校施設及び学童クラブの増築 

日野市立 
第五小学校 

日野市立 
第六小学校 

日野市立 
第二中学校 

Ｇ 

Ｊ 
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Ｄ 

Ａ 
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高齢福祉施設 
Ｋ 

区域の人口増加に
応じて必用となる集
会施設の確保 

多摩平の森 
ふれあい館 

多摩平 
幼稚園 

幼稚園 

保育施設誘致ブロック 

保育施設誘致ブロック 

保育施設誘致ブロック 

Ｈ 

Aブロック 4.5ｈａ 
必用に応じ公共公益施設ストック用地として一部の土地利
用を留保。 
児童数の増加見込みに応じ、用地譲渡の留保・調整を行う。 
その他の公共施設 防災備蓄倉庫用地 

公共施設用地の確保と土地利用の留保   ～ＵＲと市のまちづくり協定～    平成20年１２月 

多摩平保育園(仮)移転用地確保 
（いずれかで検討） 



第7条 （公共公益施設）  

学校拡張用地 
（五小拡張、学童クラブ） 

多摩平団地建替事業の整備敷地における総合的なまちづくりに関する基本協定 Ｈ20．１２ 

・譲渡地における住宅供給により増加する児童数に対応するため、ＵＲ整備地において必要に
応じて最大6,000㎡を確保。 
・用地についてはＵＲより借受ける。 
・仮設校舎建物、学童クラブは市が整備を行う想定。  

・Ｏ街区（商業ブロック）内にある仮設保育園舎用地の確保。 
・平成23年度中に市がＢ街区に移転園を整備し、現保育園用地を返還する。  
・新保育園については平成23年10月に完成、11月から保育開始。 

多摩平保育園 
移転用地 

保育園 
・譲渡地における住宅供給により増加する未就学児童数に対応するため、ＵＲ整備地において
必要に応じて民間保育園を新たに最大３園整備が行われるよう努める。 
・施設の形態（認可ｏｒ認証）は未定 

高齢福祉施設 
・第５次介護保険事業計画に基づき、市と協議の上で必要となる高齢福祉施設を誘致 
・市内でも高齢化率の高い地区であるため、第５次介護保険計画に基づき民間の高齢福祉施
設を誘致する事を想定。  

集会所 
・居住人口増加に対応するため、指導要綱に基づき、おおむね３か所の集会施設の整備を想
定。 

防災倉庫 ・人口増加に応じ、必要となる防災倉庫用地（１００㎡）を確保。無償貸与を条件とする。 

※ その他必要となる施設はＵＲ、市協議の上で整備予定地の確保に必要な協力を行う。 



多摩平の森地区重点地区まちづくり計画の策定 

平成２２年11月 

H２２年１１月 重点地区まちづくり計画策定 

まちづくり条例（第38条）に基づく「まちづくり重点地区」 
として指定し、開発に伴い積極的な緑化誘導を図る 

魅力ある拠点形成 

緑の継承と育成 

環境共生 

多様なライフスタイルへの対応 

コミュニティ活動の拡充 

周辺に配慮したまちづくり 

防災性、安全性の向上 

地域マネジメントへの取組み 

シニアライフ支援、子育て環境の支援 

まちづくりの８つのテーマ 



  ■ 多摩平の森まちづくり重点地区  公共公益機能の誘導 

「誰もが安心して住めるまちづくり」「３世代が暮らし、賑わうまちづくり」の誘導 

多摩平のまちづくりの中で3世代に対応し、既存の公共施設と連携する公共施設整備を誘導する事を 
計画の方針に位置付けている。 



1
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まちづくりにおける拠点整備の方針 (重点地区まちづくり計画の検討） 

商業核の形成 
・地域商業の魅力を向上する高品質な商業核の形成 

駅前通り 

多摩平 
第一公園 

市立病院 

第二緑地 

第二中学校 

日野市立病院 

国道２０号日野バイパス 

魅力の演出づくり 
・まちイベントの開催などが行える賑わい交流広場の誘導 
・駅前通り沿いには賑わいの沿道空間の演出を誘導 

 
商業・業務サービスの利用促進 
・周辺利用者も一部利用できる駐車場・駐輪場の誘導 
 

地域の魅力を向上する商業核の形成 

●周辺商業と連携を図った魅力の演出づくり 

多様性のあるまちづくり 
・駅近接地の街区に求められる新たな都市サービス 
 機能を誘導（公共・公益的機能の補完、駐車場施設など） 

日野緑地 

豊田駅 

ふれあい館 

勤労青年会館 

地区センター 

商業拠点街区 

複合施設街区 

駅前には商業拠点を誘導する事を位置づけ 
現在、事業者の公募手続きが行われている 





Ａブロック公共施設の整備イメージ（案） 



多摩平の森地区地区計画 
低中層住宅地区A  

（１）住宅 

（２）共同住宅、寄宿舎又は下宿 

（３）店舗兼用住宅、事務所兼用住宅 

（４）集会所 

（５）診療所・病院 

（６）老人福祉施設施設 

（７）児童福祉施設、社会福祉事業に 

  供する建築物その他これらに類するもの 

（８）学校、図書館その他これらに類するもの 

（９）公益上必要な建築物 

（10）上記各号の建築物に附属するもの 

 

  

第1種中高層住居専用地域の建築の制限 

 

 ・ 住宅、共同住宅、寄宿舎 

 ・ 店舗の場合、500㎡以下 

 ・ 単独事務所は不可 

 ・ 自動車教習所以外の公共施設・病院・学校は可 

 

第1種中層住
居専用地域 

建物の高さの最高限度 ２０ｍ 



ＵＲ譲渡地における開発事業進捗状況 



  ■ ＵＲ多摩平団地（現多摩平の森）の用地売却について  

グランループ 

N街区 (複合地区） 
２３～２４年度公募実施予定 

学校拡張の検討 
Ｈ２３年度中に方針決定 

Ｎ 

Ｏ 

Ｂ 
Ｄ 

高層共同住宅 約１５０戸  
  Ｈ２５年 秋～冬 入居予定   

Ｈ 

Ｋ 

Ｌ 

Ｍ 

Ｉ 
都営住宅 

第２中学校 

第１公園 

市立病院 

ふれあい館 

Ｅ 
Ｆ 

Ｊ街区  
(戸建住宅地区） 
２３年度公募実施予定 

Ａ 

Ｊ 

Ｇ 

Ｋ街区（中高層共同住宅） 約３．４ｈａ 
       公募実施時期未定  

Ａ街区 （複合地区） 約２ｈａ 
       公募実施時期未定 

Ｏ街区（商業拠点ブロック） 
募集手続き開始 ：H23年6月15日～ 
事業企画審査 ：H23年10月中旬 
事業者決定  ：H23年10月31日 
本契約・着工 H24年 
施設オープン H25～H26年  

戸建住宅４０戸 （ダイワハウス） 
   Ｈ２４年２月頃～入居 

戸建住宅２０戸 （ダイワハウス） 
衣料品店、コンビニエンスストア 
   Ｈ２４年２月頃 

たまだいら保育園（移転） 

ルネッサンス事業 



ＵＲルネッサンス２ 事業概要 



＜イメージ＞ 

既存ストック 

(従前居住者移転後) 

住棟単位で 

賃貸または
譲渡 

ＵＲ都市機構（UR賃貸住宅） 民間事業者等（住宅、福祉施設等） 

・住宅又は福祉施設等として活用 
・ライフスタイル拡充、多世代交流 
・団地居住者にサービスを提供 

再生・改修
工事 

事業の内容 

 昭和30～40年代に供給され、建替え等により従前居住者が移転したＵＲ賃貸住宅団地
の既存ストックを住棟単位で民間事業者に賃貸または譲渡し、当該事業者が改修し活用。 

 住棟の改修や活用に民間事業者の創意工夫を活かし多様な住宅や子育て・高齢者支援
施設等として改修・運営してもらうことにより、団地や地域の魅力の向上を図る。 

  住棟ルネッサンス事業について 

Ａ街区の南西にある既存住宅の5棟を対象とし、１５～20年間の事業期間で 

民間事業者3社が実施。 



  Ａ街区の進捗状況 

緑道１号、２号 

（植栽帯1.5ｍ＋歩道2.5ｍ） 

団地内広場６号 

（幅員８ｍ） 

＜H23年度整備＞ 
「複合地区Ｂ」 

住棟ルネッサンス事業区域 

市駐輪場計画 

「低中層住宅地区Ｂ」 

Ａ街区公共施設検討エリア 



◆237,238号棟 ２棟 
事業者：㈱コミュニティネット 
「ゆいま～る多摩平の森」 

・高齢者専用賃貸住宅（予定） 

・コミュニティハウス 

・１階部分に高齢者施設を増築 

・賃貸期間：20年 

◆243号棟 １棟 

事業者：たなべ物産㈱ 

「ＡＵＲＡ243 多摩平の森」 

・専用庭や貸し農園のある 

 賃貸住宅（24戸） 

・賃貸期間：15年 

パブリックファーム 

ガーデンコミュニティ 

ヤードハウス 

◆244,247号棟 ２棟 
事業者：東電不動産㈱ 
「りえんと多摩平」 

・団地型シェアハウス 

 １階 共用施設（ｼｬﾜｰ、ﾘﾋﾞﾝｸﾞ等） 

 ２～４階 シェアハウス（2,3室/戸） 

・賃貸期間：15年 

デッキテラス 

共用リビング 

共用シャワールーム 

１階共用部分 

Ａ街区 

237 

238 

243 

244 

247 

豊田駅 
個室 

個室 

2～4階ｼｪｱﾊｳｽ部
分 ※選定時点の計画であり、詳細検討等により内容が一部変更となる場合があります。 

≫Ａ街区の５棟（144戸）を民間事業者３者へ建物賃貸 

≫民間事業者が改修して、民間の賃貸住宅等として 

  活用 

個室 

■位置図 

  住棟ルネッサンス事業の進捗状況 


